
延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
動
詞
﹁
な
の
る
︵
名
乗
︶﹂

︱
覚
一
本
と
の
比
較
か
ら

︱

城

阪

早

紀

一
︑
は
じ
め
に

本
稿
は
︑
延
慶
本
﹃
平
家
物
語①

﹄
に
お
け
る
動
詞
﹁
な
の
る
︵
名
乗
︶﹂﹁
な

の
り
ま
う
す
︵
名
乗
申②

︶﹂︵
以
下
︑﹁
名
の
る
﹂﹁
名
の
り
申
す
﹂︶
の
使
用
の

様
相
を
︑
前
稿③

で
検
討
し
た
覚
一
本
﹃
平
家
物
語④

﹄
と
の
比
較
か
ら
考
察
す
る

も
の
で
あ
る
︒
そ
の
目
的
は
︑
二
つ
あ
る
︒

第
一
の
目
的
は
︑
延
慶
本
の
動
詞
﹁
名
の
る
﹂
を
手
が
か
り
に
︑︿
名
の
り
﹀

の
定
義
を
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
稿
者
は
︑
合
戦
の
描
き
方
を
読
み
解
く
上
で

︿
名
の
り
﹀
の
検
討
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に

定
義
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
た
と
え
ば
︑﹁
軍
記
物
の
︿
な
の
り
﹀﹂
を
概
観
し
た

西
本
祐
子
氏
は
︑﹃
平
家
物
語
﹄
に
つ
い
て
︑
覚
一
本
二
七
例
︑
延
慶
本
二
二

例
︑
源
平
盛
衰
記
二
三
例
の
名
の
り
が
あ
る
と
指
摘
し
た⑤

︒
た
だ
し
︑
論
文
中

に
延
慶
本
の
用
例
が
あ
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ
っ
た
の
か

が
明
ら
か
で
な
い
点
や
︑
延
慶
本
の
名
の
り
が
覚
一
本
よ
り
五
例
少
な
い
と
い

う
結
果
に
は
︑
用
例
に
基
づ
い
た
再
考
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ

こ
で
本
稿
で
は
︑
合
戦
場
面
で
動
詞
﹁
名
の
る
﹂
を
伴
っ
て
発
言
す
る
場
面
を

取
り
出
す
方
法
に
よ
っ
て
︑
延
慶
本
の
︿
名
の
り
﹀
を
定
義
し
た
い
︒

第
二
の
目
的
は
︑
動
詞
﹁
名
の
る
﹂
を
例
に
︑
覚
一
本
と
延
慶
本
の
語
の
用

い
方
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
語
の
用
い
方
と
は
︑
語
の
用
例
数
や
︑
意
味

と
そ
の
出
現
の
偏
り
の
こ
と
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
誰
が
誰
に
対
し
て
用
い
る
の

か
と
い
う
状
況
も
含
ま
れ
る
︒

な
お
︑
本
稿
に
関
連
す
る
論
文
と
し
て
︑
覚
一
本
と
延
慶
本
の
異
同
を
︑
Ⅰ

︵
構
成
︶︑
Ⅱ
︵
表
現
︶
︑
Ⅲ
︵
語
︶
の
三
つ
の
視
点
か
ら
考
察
し
た
﹁
一
谷
合

戦
﹁
一
二
之
懸
﹂
考
﹂
が
あ
る⑥

︒
本
稿
で
行
う
動
詞
﹁
名
の
る
﹂
の
検
討
は
︑

こ
の
う
ち
の
Ⅲ
︵
語
︶
の
異
同
に
相
当
す
る
︒

延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
動
詞
﹁
な
の
る
︵
名
乗
︶﹂

一



具
体
的
な
用
例
の
検
討
に
入
る
前
に
︑
留
意
す
べ
き
点
を
整
理
し
て
お
く
︒

延
慶
本
に
は
︑﹁
名
の
る
﹂
六
〇
例
と
﹁
名
の
り
申
す
﹂
二
例
︑
あ
わ
せ
て

六
二
例
が
認
め
ら
れ
る
︒
対
す
る
覚
一
本
で
は
︑﹁
名
の
る
﹂
六
八
例
と
﹁
名

の
り
申
す
﹂
五
例
︑
あ
わ
せ
て
七
三
例
が
認
め
ら
れ
た
︒

覚
一
本
と
延
慶
本
を
比
較
す
る
上
で
留
意
す
べ
き
は
︑
そ
の
文
章
量
の
差
で

あ
る
︒
小
川
栄
一
氏
の
調
査⑦

お
よ
び
﹃
平
家
物
語
総
索
引⑧

﹄
に
よ
る
と
︑
述
べ

語
数
は
そ
れ
ぞ
れ
︑
延
慶
本
三
三
万
五
五
〇
一
語
︑
覚
一
本
一
九
万
七
五
二
〇

語
で
あ
る
︒
単
純
に
計
算
す
れ
ば
︑
延
慶
本
の
延
べ
語
数
は
覚
一
本
の
一
・
七

倍
に
あ
た
る
︒
こ
の
差
を
考
え
に
入
れ
れ
ば
︑
延
慶
本
の
六
二
と
い
う
数
が
︑

覚
一
本
の
七
三
に
対
し
て
少
な
い
こ
と
が
際
立
つ
だ
ろ
う
︒

延
慶
本
に
﹁
名
の
る
﹂
の
用
例
数
が
少
な
い
理
由
の
一
つ
と
し
て
︑
た
と
え

ば
橋
合
戦
の
明
俊
の
よ
う
に
︑
明
ら
か
に
名
の
り
と
思
わ
れ
る
発
言
に
対
し
て

も
︑﹁
申
す
﹂
や
﹁
言
ふ
﹂
な
ど
﹁
名
の
る
﹂
以
外
の
動
詞
を
用
い
る
場
合
が

多
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る⑨

︒
一
見
す
る
と
延
慶
本
は
︑
動
詞
の
選
択
に
無
頓
着

で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
こ
う
し
た
延
慶
本
に
お
い
て
︑
語
の
用
い
方
を

論
じ
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
問
い
は
︑
延
慶
本
の
資
料
の
取
り
込
み
方
と
文
体
を
ど
う
捉
え
る
か
と

い
う
問
題
と
関
連
す
る
だ
ろ
う
︒
早
く
水
原
一
氏
は
︑﹁“
延
慶
本
調
”
と
い
う

べ
き
あ

（
マ
マ
）

る
統
一
文
体
を
用
意
し
て
そ
こ
へ
資
料
を
消
化
吸
収
し
て
行
く
と
い
う

傾
向
の
も
の
で
は
な
く
﹂﹁
依
拠
資
料
の
限
界
や
条
件
を
そ
れ
ぞ
れ
に
残
そ
う

と
す
る
﹂
性
格
を
有
す
る
と
指
摘
し
た⑩

︒
水
原
氏
の
指
摘
は
︑
延
慶
本
理
解
の

前
提
と
な
る
も
の
だ
が
︑
し
か
し
︑﹁
依
拠
資
料
の
限
界
や
条
件
﹂
を
残
す
こ

と
は
︑
延
慶
本
の
表
現
が
依
拠
資
料
の
表
現
そ
の
も
の
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
と

同
義
な
の
だ
ろ
う
か
︒

武
久
堅
氏
は
︑
延
慶
本
の
依
拠
資
料
の
取
り
込
み
方
は
一
様
で
は
な
い
と
言

う
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
依
拠
の
方
法
は
資
料
の
様
態
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
型
﹂

に
分
か
れ
て
お
り
︑﹁
俗
に
言
う
ま
る
写
し
に
過
ぎ
な
い
場
合
︑
随
所
に
編
集

句
を
挿
入
し
て
い
る
場
合
︑
資
料
を
解
体
︑
再
編
成
し
て
新
記
事
を
構
成
し
て

い
る
場
合
︑
ほ
と
ん
ど
書
き
下
ろ
し
と
も
言
え
る
物
語
を
形
成
し
て
い
る
場

合
﹂
が
あ
る
と
論
じ
る⑪

︒
延
慶
本
が
︑
様
々
な
﹁
型
﹂
で
資
料
を
取
り
込
ん
で

い
る
こ
と
は
︑
他
の
諸
本
ほ
ど
積
極
的
で
は
な
い
に
せ
よ
︑
物
語
に
そ
ぐ
う
よ

う
に
資
料
を
編
集
し
た
結
果
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒

ま
た
小
林
美
和
氏
は
︑
こ
う
し
た
依
拠
資
料
を
ま
と
め
あ
げ
る
﹁
批
評
句
﹂

に
は
︑
統
一
的
な
文
体
が
あ
る
と
指
摘
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
従
来
屡
々
み
ら

れ
た
︑
雑
纂
的
テ
キ
ス
ト
︑
或
い
は
殆
ど
無
原
則
に
傍
系
説
話
を
取
り
込
ん
だ

後
期
増
補
本
と
い
う
評
価
と
は
裏
は
ら
に
︑
本
書
に
は
か
な
り
明
瞭
な
文
体
意

識
若
し
く
は
説
話
構
成
意
識
が
窺
わ
れ
る
﹂
と
結
論
づ
け
︑
さ
ら
に
﹁
本
書

︵
延
慶
本
︶
の
こ
れ
ら
一
語
一
語
に
込
め
ら
れ
た
意
味
は
意
外
に
重
い
と
思
わ

れ
る
﹂
と
も
述
べ
る⑫

︒
延
慶
本
の
文
体
を
統
一
的
に
と
ら
え
る
指
摘
と
し
て
評

価
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
動
詞
﹁
な
の
る
︵
名
乗
︶﹂
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た
だ
一
方
で
は
︑
佐
伯
真
一
氏
の
説
く
よ
う
に
︑﹁﹃
平
家
物
語
﹄
の
よ
う
な

作
品
︑
特
に
延
慶
本
な
ど
の
場
合
︑
作
者
的
意
図
が
本
文
の
す
み
ず
み
に
至
る

ま
で
実
現
し
て
い
る
と
い
う
仮
定
に
立
つ
な
ら
ば
︑
時
に
落
と
し
穴
に
は
ま
る

こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
﹂
と
い
う
見
解
も
あ
る⑬

︒
延
慶
本
の
一
語
一
語

に
ま
で
統
制
が
行
き
届
い
て
い
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
こ
と
に
は
︑
慎
重
に
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
︒

以
上
を
踏
ま
え
︑
次
章
で
は
延
慶
本
の
動
詞
﹁
名
の
る
﹂
の
用
例
を
整
理
し
︑

︿
名
の
る
﹀
と
い
う
行
為
の
あ
り
よ
う
と
語
の
用
い
方
に
つ
い
て
具
体
的
に
検

討
す
る
︒

二
︑
用
例
の
検
討

考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
︑
延
慶
本
の
﹁
名
の
る
﹂
六
〇
例
と
﹁
名
の
り
申

す
﹂
二
例⑭

を
あ
わ
せ
た
六
二
例⑮

で
あ
る
︒
用
い
ら
れ
る
文
脈
か
ら
六
二
例
の
意

味
を
考
え
る
と
︑
お
お
む
ね
次
の
(一
)～
(五
)に
分
類
で
き
る⑯

︒

(一
︶“
清
盛
と
名
の
る
”
の
よ
う
に
︑
名
と
し
て
称
す
る
︒

(二
︶“﹁
是
こ
そ
京
よ
り
な
が
さ
れ
た
る
俊
寛
よ
﹂
と
名
の
る
”
の
よ
う
に
︑

自
ら
が
そ
の
当
人
で
あ
る
こ
と
を
申
し
出
る
︒

(三
︶“﹁
是
は
御
方
ぞ
﹂
と
名
の
る
”
の
よ
う
に
︑
個
人
の
名
で
は
な
く
自

ら
の
立
場
や
所
属
を
告
げ
知
ら
せ
る
︒

(四
︶“﹁
経
遠
﹂
と
名
乗
る
”
の
よ
う
に
︑
自
ら
の
名
を
相
手
に
告
げ
知
ら

せ
る
︒

(五
︶
合
戦
場
面
で
︑
自
ら
の
名
を
周
囲
に
告
げ
知
ら
せ
る
︒

本
論
で
引
用
す
る
用
例
番
号
に
は
︑
延
慶
本
で
の
出
現
順
︵
�
～
62
︶
の

通
し
番
号
を
用
い
る
︒
六
二
例
中
二
〇
例
は
︑
覚
一
本
で
も
同
じ
場

面
・
同
じ
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
︒
こ
の
二
〇
例
に
は
︑
①
②
③
の
よ
う

に
用
例
番
号
を
丸
で
囲
ん
だ⑰

︒
紙
幅
の
都
合
か
ら
覚
一
本
と
重
複
す
る

例
は
前
稿
に
譲
り
︑
本
稿
で
は
延
慶
本
の
独
自
の
例
を
中
心
に
考
察
す

る
︒
な
お
︑
ほ
ぼ
同
文
で
あ
り
な
が
ら
動
詞
が
異
な
る
例
は
六
二
例
中

四
例
あ
る⑱

︒
分
類
の
見
出
し
の
下
に
は
覚
一
本
の
用
例
数
を
丸
括
弧
に

入
れ
て
記
す
︒

(
一
)

名
と
し
て
称
す
る
︒
五
例

(
覚

八
例
︶

①

実
名
の
場
合

五
例

(
覚

四
例
︶

�
︵
義
盛
︶
�
︵
行
家
︶
新
宮
十
郎
ヲ
蔵
人
ニ
ナ
サ
レ
テ
︑
義
盛
ト
名
乗
ケ
ル

ヲ
︑
改
名
シ
テ
︑
行
家
ト
名
乗
ラ
セ
ケ
リ
︒

︵
二
中
・
八
﹁
頼
政
入
道
宮
ニ
謀
叛
申
勧
事
﹂
21
オ
)

�
︵
邦
輔
︶
為
方
モ
無
リ
ケ
ル
ガ
︑
正
治
元
年
ニ
改
名
シ
テ
︑
伊
賀
守
ニ
成
テ
︑

邦
輔
ト
ゾ
名
乗
ケ
ル
︒

︵
二
中
・
廿
一
﹁
宮
被
誅
給
事
﹂
68
ウ
)

�
︵
渡
︶
形
部
左
衛
門
尉
ハ
︑
年
来
ノ
師
匠
請
ジ
テ
︑
髪
ウ
ル
ハ
シ
ク
ソ
リ
︑

三
聚
浄
戒
タ
モ
チ
テ
︑
法
名
ヲ
バ
﹁
渡
ア
ミ
ダ
仏
﹂
ト
ゾ
申
ケ
ル
︒
在
俗
ノ

延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
動
詞
﹁
な
の
る
︵
名
乗
︶﹂
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時
ハ
渡
ト
名
乗
ケ
レ
バ
︑
出
家
ノ
後
モ
︑
彼
ノ
字
ヲ
ゾ
呼
ケ
ル
︒

︵
二
末
・
二
﹁
文
学
ガ
道
念
之
由
緒
事
﹂
19
オ
)

⑩
︵
清
盛
︶
女
御
ノ
夢
ニ
︑﹁
夜
ナ
キ
ス
ト
タ
ヾ
モ
リ
タ
テ
ヨ
コ
ノ
児
ハ

キ

ヨ
ク
サ
カ
フ
ル
事
モ
コ
ソ
ア
レ
﹂
ト
御
覧
有
ケ
レ
バ
︑
此
故
ニ
ヤ
︑
夜
泣
俄

ニ
留
テ
︑
ヒ
ト
ヽ
ナ
ル
マ
ヽ
ニ
︑
皃

カ
タ
チ

人
ニ
ス
グ
レ
︑
心
モ
賢
カ
リ
ケ
リ
︒

清
盛
ト
ナ
ノ
ル
︒﹁
清
ク
サ
カ
ユ
ル
﹂
ト
云
ヨ
ミ
ア
リ
︒

︵
三
本
・
十
七
﹁
大
政
入
道
白
河
院
ノ
御
子
ナ
ル
事
﹂
64
オ
)

覚
一
本
で
は
﹁
父
を
ば
鷲
尾
庄
司
武
久
と
い
ふ
間
︑
是
を
ば
鷲
尾
三
郎
義
久

と
名
の
ら
せ
﹂︵
巻
九
﹁
老
馬
﹂︶
の
よ
う
に
︑
名
づ
け
親
が
実
名
の
一
字
を
付

し
て
命
名
す
る
例
が
三
例
み
え
た
が
︑
延
慶
本
に
こ
う
し
た
例
は
な
い
︒

延
慶
本
で
は
実
名
を
改
名
す
る
例
が
三
例
あ
る
︒
�
と
�
は
︑
保
元
の
乱
で

勅
勘
を
蒙
っ
た
義
盛
が
︑
以
仁
王
の
令
旨
の
御
使
に
任
じ
ら
れ
た
時
︑
行
家
と

改
名
す
る
例
で
あ
る
︒
�
は
以
仁
王
の
乳
母
子
で
あ
る
宗
信
が
落
ち
延
び
た
後
︑

伊
賀
守
に
任
じ
ら
れ
る
に
あ
た
り
邦
輔
と
改
名
す
る
例
で
あ
る
︒

�
は
渡
辺
党
の
渡
が
出
家
の
際
に
︑
在
俗
の
名
の
り
一
字
を
法
名
に
用
い
る

例
で
あ
る
︒
な
お
︑
渡
辺
党
が
一
字
名
を
名
の
っ
て
い
た
こ
と
は
︑
後
述
す
る

(五
)
②
�
渡
辺
党
の
名
の
り
か
ら
も
知
ら
れ
る
︒

②

法
名
の
場
合

な
し

(
覚

四
例
)

覚
一
本
に
は
︑
法
名
の
場
合
が
四
例
認
め
ら
れ
た
が
︑
延
慶
本
に
は
例
が
な

い
︒
た
と
え
ば
�
渡
で
は
︑
点
線
部
の
よ
う
に
︑
法
名
を
付
す
場
合
の
動
詞
は

﹁
申
ケ
ル
﹂
と
あ
り
︑
﹁
名
の
る
﹂
を
用
い
な
い⑲

︒

(
二
)

自
ら
が
そ
の
当
人
で
あ
る
こ
と
を
申
し
出
る
︒
一
例

(
覚

三
例
︶

38
﹁
吾
キ
ミ
ヲ
打
奉
ル
人
ハ
誰
人
ゾ
ヤ
︒
其
名
ヲ
聞
バ
ヤ
﹂
ト
訇
リ
ケ
レ
ド
モ
︑

名
乗
ル
者
ナ
カ
リ
ケ
リ
︒

︵
五
本
・
九
﹁
義
仲
都
落
ル
事
﹂
32
オ
)

覚
一
本
で
は
︑﹁﹃
是
こ
そ
京
よ
り
な
が
さ
れ
た
る
俊
寛
よ
﹄
と
名
乗
り
給
﹂

︵
巻
三
﹁
足
摺
﹂︶
な
ど
三
例
あ
る
が
︑
延
慶
本
で
は
今
井
兼
平
が
義
仲
の
戦
死

を
知
っ
た
場
面
の
一
例
で
あ
る
︒
義
仲
を
討
っ
た
者
の
名
を
知
り
た
い
と
罵
っ

た
が
︑
申
し
出
る
者
は
い
な
か
っ
た
︑
と
い
う
一
文
で
あ
る
︒

(
三
)

自
ら
の
立
場
や
所
属
を
告
げ
知
ら
せ
る
︒
三
例

(
覚

三
例
︶

27
︵
帝
王
・
大
臣
公
卿
︶
越
前
国
ニ
逃
下
テ
︑
相
具
タ
リ
ケ
ル
輩
ヲ
︑﹁
是
ハ

帝
王
ニ
テ
渡
セ
給
フ
︒
彼
ハ
大
臣
公
卿
﹂
ナ
ム
ド
名
乗
テ
︑
人
ノ
心
ヲ
タ
ム

ラ
カ
シ
ヽ
程
ニ
︑
官
兵
追
ツ
ヾ
キ
テ
責
カ
バ
︑
舩
ニ
コ
ミ
乗
テ
逃
ケ
レ
ド
モ
︑

︵
三
末
・
卅
三
﹁
恵
美
仲
麻
呂
事
﹂
92
ウ
)

30
︵
義
仲
ガ
下
人
︶
木
曽
義
仲
畏
申
ケ
ル
ハ
︑
﹁
⁝
京
都
狼
籍
事
︑
ツ
ヤ
〳
〵

不
知
㆒

候
︒
可
尋
沙
汰
仕
㆒

候
︒
下
人
共
多
候
ヘ
バ
︑
左
様
ノ
事
モ
候
覧
︒
又

義
仲
ガ
下
人
ニ
事
ヲ
ヨ
セ
テ
︑
落
残
ル
平
家
々
人
モ
ヤ
仕
リ
候
覧
︒
又
京
中

ノ
古
盗
人
モ
ヤ
仕
候
ラ
ン
︒
目
ニ
ミ
ヘ
︑
耳
ニ
聞
候
ワ
ム
ニ
ハ
︑
争
カ
左
様

ノ
狼
籍
セ
サ
セ
候
ベ
キ
︒
今
ヨ
リ
後
︑
義
仲
ガ
下
人
ト
名
乗
テ
仕
ラ
ム
者
ヲ

延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
動
詞
﹁
な
の
る
︵
名
乗
︶﹂

四



捕
テ
給
ベ
シ
︒
一
々
ニ
頸
切
テ
見
参
ニ
入
候
ベ
シ
﹂

︵
四
・
廿
二
﹁
木
曽
都
ニ
テ
悪
行
振
舞
事
﹂
49
オ
)

31
︵
御
方
・
院
方
︶
軍
以
前
ニ
在
地
者
共
ニ
︑﹁
落
ム
折
ハ
打
伏
ヨ
﹂
ト
︑
知

康
下
知
シ
タ
リ
ケ
レ
バ
︑
在
家
人
等
︑
家
上
ニ
楯
ヲ
ツ
キ
︑
ヲ
ソ
イ
ノ
石
ヲ

取
集
テ
待
処
ニ
︑
御
方
ノ
落
ヲ
敵
ノ
落
ト
心
得
テ
︑
我
ヲ
ト
ラ
ジ
ト
打
ケ
レ

バ
︑﹁
是
ハ
御
方
ゾ
﹂︑﹁
是
ハ
院
方
ゾ
﹂
ト
面
々
ニ
名
乗
レ
ド
モ
︑﹁
院
宣
ニ

テ
ア
ル
ゾ
︒
只
打
伏
ヨ
〳
〵
﹂
ト
打
ケ
レ
バ
︑

︵
四
・
廿
五
﹁
木
曽
法
住
寺
殿
ヘ
押
寄
事
﹂
56
オ
)

27
は
恵
美
仲
麻
呂
の
故
事
で
︑
官
軍
に
追
わ
れ
る
仲
麻
呂
が
﹁
相
具
タ
リ
ケ

ル
輩
﹂
を
﹁
帝
王
﹂﹁
大
臣
公
卿
﹂
と
称
し
た
例
で
あ
る
︒﹁
タ
ム
ラ
カ
シ
﹂
と

い
う
表
現
か
ら
︑
相
手
を
欺
く
偽
り
の
名
の
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

30
は
︑
後
白
河
の
御
使
で
あ
る
知
康
が
︑
義
仲
の
も
と
に
派
遣
さ
れ
た
場
面

で
あ
る
︒
義
仲
は
︑﹁
落
残
ル
平
家
家
人
﹂
や
﹁
京
中
ノ
古
盗
人
﹂
が
﹁
義
仲

ガ
下
人
﹂
と
称
し
て
い
る
可
能
性
を
あ
げ
︑﹁
義
仲
ガ
下
人
﹂
と
称
し
て
狼
藉

を
は
た
ら
く
者
は
捕
ら
え
て
差
し
出
し
て
く
だ
さ
い
と
弁
明
し
て
い
る
︒

31
は
法
住
寺
合
戦
で
︑
知
康
率
い
る
院
方
が
敗
走
す
る
場
面
で
あ
る
︒
院
方

は
﹁
是
ハ
御
方
ゾ
﹂﹁
是
ハ
院
方
ゾ
﹂
と
名
の
る
が
︑﹁
在
家
人
等
﹂
は
木
曽
方

が
﹁
御
方
﹂﹁
院
方
﹂
と
偽
っ
て
い
る
と
勘
違
い
を
し
て
︑
石
を
打
ち
つ
け
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
立
場
や
所
属
を
告
げ
る
例
で
は
︑
真
偽
は
と
も
か
く
と
し
て

そ
の
よ
う
に
称
す
る
︑
僭
称
す
る
︑
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伴
う
︒
こ
れ
は
覚

一
本
の
︑
宮
の
御
所
に
押
し
寄
せ
た
者
が
﹁
宣
旨
の
御
使
﹂︵
巻
四
﹁
信
連
﹂︶

と
名
の
る
例
と
通
じ
る
も
の
で
あ
る
︒

(
四
)

自
ら
の
名
を
相
手
に
告
げ
知
ら
せ
る
︒
八
例

(
覚

一
一
例
︶

①

具
体
的
な
発
言
を
伴
う

六
例

(
覚

六
例
)

Ａ

正
体
を
明
か
す
た
め
に
名
を
告
げ
る

四
例

(
覚

五
例
)

�
︵
経
遠
︶
近
ク
打
タ
ル
武
士
ヲ
︑﹁
是
ハ
タ
ソ
﹂
ト
問
給
ヘ
バ
︑
﹁
経
遠
﹂
ト

名
乗
リ
ケ
リ
︒
難
波
二
郎
ト
云
者
ナ
リ
ケ
リ
︒

︵
一
末
・
廿
一
﹁
成
親
卿
流
罪
事
﹂
52
ウ
)

�
︵
住
吉
︶
法
皇
︑﹁
ヤ
ヽ
︑
赤
白
桃
李
花
ハ
何
者
ゾ
﹂
ト
仰
有
ケ
レ
バ
︑﹁
御

宿
直
ノ
番
衆
﹂
ト
ゾ
申
タ
リ
ケ
ル
︒
﹁
番
衆
ト
申
ス
ハ
誰
ゾ
ヤ
﹂
ト
問
セ
給

ヘ
バ
︑﹁
開
発
ノ
源
平
大
夫
住
吉
﹂
ト
ゾ
名
乗
リ
給
タ
リ
ケ
ル
︒﹁
サ
テ
ハ
住

吉
ノ
大
明
神
ニ
テ
オ
ハ
シ
ケ
ル
ニ
ヤ
﹂
ト
思
食
テ
︑
忩
ギ
御
対
面
ア
リ
︒

︵
二
本
・
二
﹁
法
皇
御
灌
頂
事
﹂
	
ウ
)

25
︵
為
末
︶
浄
衣
着
タ
ル
男
一
人
参
リ
ア
フ
︒
﹁
是
ハ
タ
ソ
﹂
ト
問
ケ
レ
バ
︑

﹁
為
末
﹂
ト
名
乗
ル
︒
法
皇
聞
召
知
セ
給
テ
︑﹁
ヤ
ガ
テ
御
共
仕
レ
﹂
ト
仰
有

ケ
レ
バ
︑
参
ニ
ケ
リ
︒
年
来
伊
勢
氏
人
為
末
ト
テ
︑
北
面
ニ
候
ケ
ル
ナ
リ
︒

︵
三
末
・
廿
三
﹁
法
皇
忍
テ
鞍
馬
ヘ
御
幸
事
﹂
62
ウ
)

㉖
︵
忠
度
︶
彼
俊
成
卿
ノ
五
条
京
極
ノ
宿
所
ノ
前
ニ
ヒ
カ
ヘ
テ
︑
門
タ
ヽ
カ
セ

ケ
レ
バ
︑
内
ヨ
リ
︑
﹁
何
ナ
ル
人
ゾ
﹂
ト
問
︒﹁
薩
摩
守
忠
度
﹂
ト
名
乗
ケ
レ

延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
動
詞
﹁
な
の
る
︵
名
乗
︶﹂

五



バ
︑﹁
サ
テ
ハ
落
人
ニ
コ
ソ
﹂
ト
聞
テ
︑
世
ノ
ツ
ヽ
マ
シ
サ
ニ
︑
返
事
モ
セ

ラ
レ
ズ
︑
門
モ
ア
ケ
ザ
リ
ケ
レ
バ
︑

︵
三
末
・
廿
九
﹁
薩
摩
守
道
ヨ
リ
返
テ
俊
成
卿
ニ
相
給
事
﹂
80
オ
)

四
例
と
も
に
問
答
形
式
を
と
る
点
が
注
目
さ
れ
る
︒
具
体
的
に
は
︑
�
と
25

は
﹁
是
ハ
タ
ソ
﹂︑
�
は
﹁
誰
ゾ
ヤ
﹂︑
㉖
は
﹁
何
ナ
ル
人
ゾ
﹂
と
い
う
問
い
に

対
し
て
︑
名
を
明
か
し
て
い
る
︒

う
ち
︑
�
と
25
は
名
の
る
状
況
と
表
現
形
式
が
類
似
し
て
い
る
︒
�
成
親
は
︑

備
前
国
へ
と
流
さ
れ
る
途
中
︑
近
く
に
い
る
武
士
に
名
を
問
う
て
い
る
︒
25
は

後
白
河
が
鞍
馬
へ
逐
電
す
る
途
中
︑
参
り
来
た
武
士
に
名
を
問
う
例
で
あ
る
︒

ど
ち
ら
も
普
段
は
言
葉
を
交
す
こ
と
が
で
き
な
い
下
級
武
士
が
︑
有
事
の
際
に

貴
者
と
接
す
る
場
面
で
あ
る
︒
そ
し
て
﹁
経
遠
﹂﹁
為
末
﹂
と
実
名
の
み
を
名

の
り
︑
地
の
文
︵
波
線
部
︶
で
説
明
を
補
う
と
こ
ろ
も
同
じ
で
あ
る
︒

㉖
は
都
落
ち
の
際
︑
俊
成
に
対
し
て
忠
度
が
名
の
る
例
で
あ
る
︒
覚
一
本
で

は
﹁
忠
度
﹂
と
実
名
の
み
だ
が
︑
延
慶
本
で
は
﹁
薩
摩
守
﹂
と
官
職
名
を
冠
し

て
名
の
る
︒﹁
薩
摩
守
﹂
と
名
の
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹁
落
人
﹂
と
断
じ
ら

れ
る
延
慶
本
の
方
が
︑
よ
り
立
場
の
転
落
が
極
立
っ
た
問
答
と
い
え
よ
う
︒

�
は
︑
法
皇
が
住
吉
明
神
に
対
し
て
名
を
問
う
例
で
あ
る
︒
一
度
目
の
問
答

で
住
吉
明
神
の
発
言
に
﹁
申
﹂︵
点
線
部
︶
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
い
ま

だ
正
体
が
明
か
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
︒
二
度
目
の
問
答
で
﹁
開
発
ノ
源

平
大
夫
住
吉
﹂
と
答
え
た
時
に
は
じ
め
て
︑﹁
名
乗
リ
給
﹂
と
敬
語
が
使
わ
れ

て
お
り
︑
両
者
の
関
係
が
変
化
し
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

�
は
神
に
名
を
問
う
特
異
な
場
面
で
あ
る
も
の
の
︑
原
則
と
し
て
名
の
り
の

要
求
は
上
位
者
が
下
位
者
に
対
し
て
行
う
こ
と
で
あ
り
︑
名
の
り
は
上
位
者
に

対
し
て
行
う
行
為
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
れ
は
︑
覚
一
本
と
共
通
で
あ
る
︒

Ｂ

特
に
儀
礼
の
場
で
名
を
告
げ
る

二
例

(
覚

一
例
)

⑦
︵
義
家
︶
依
之
︑
公
卿
僉
議
ア
リ
︒﹁
去
ル
寛
治
ノ
比
ヲ
ヒ
︑
堀
河
ノ
天
皇

御
在
位
ノ
時
︑
如
ク
㆑

然
︑
主
上
ヲ
ビ
ヘ
サ
セ
給
フ
事
ア
リ
︒
其
時
ノ
将
軍
︑

義
家
ノ
朝
臣
︑
南
殿
ノ
大
床
カ
ニ
候
ハ
レ
ケ
ル
ガ
︑
メ
イ
ゲ
ン
ス
ル
事
三
度

ノ
後
︑
高
声
ニ
︑
﹃
前
ノ
陸
奥
ノ
守
︑
源
ノ
義
家
﹄
ト
︑
高
ラ
カ
ニ
名
乗
ラ

レ
タ
リ
ケ
レ
バ
︑
御
悩
怠
ラ
セ
給
ケ
リ
︒
⁝
﹂

︵
二
中
・
廿
八
﹁
頼
政
ヌ
ヘ
射
ル
事
﹂
87
ウ
)

㉙
︵
義
澄
︶﹁
⁝
宣
旨
ヲ
蘿
箱
ノ
蓋
ニ
康
定
入
マ
ヒ
ラ
セ
候
ト
テ
︑﹃
抑
︑
御
使

ハ
誰
人
ニ
テ
オ
ワ
シ
候
ゾ
﹄
ト
尋
ネ
申
テ
候
シ
カ
バ
︑﹃
三
浦
介
﹄
ト
ハ
名

ノ
リ
候
ワ
デ
︑﹃
三
浦
荒
次
郎
義
澄
﹄
ト
ナ
ノ
リ
候
テ
︑
宣
旨
ヲ
請
取
マ
ヒ

ラ
セ
テ
後
︑
⁝
﹂

︵
四
・
十
六
﹁
康
定
関
東
ヨ
リ
帰
洛
シ
テ
関
東
事
語
申
事
﹂
32
オ
)

⑦
は
公
卿
僉
議
で
の
先
例
︑
㉙
も
鎌
倉
か
ら
の
報
告
で
︑
ど
ち
ら
も
伝
聞
形

式
だ
が
︑
義
家
と
義
澄
の
発
言
が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
具
体
的
な
発
言
を
伴

う
例
と
し
た⑳

︒
こ
れ
ら
は
︑
相
手
に
名
を
告
げ
る
こ
と
よ
り
も
︑
公
の
場
で
自

ら
の
名
を
口
に
出
す
行
為
に
重
き
を
置
く
名
の
り
で
あ
る
︒

延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
動
詞
﹁
な
の
る
︵
名
乗
︶﹂

六



②

発
言
を
伴
わ
な
い

二
例

(
覚

一
例
)

Ａ

正
体
を
明
か
す
た
め
に
名
を
告
げ
る

な
し

(
覚

な
し
)

延
慶
本
・
覚
一
本
と
も
に
例
が
な
い
︒

Ｂ

特
に
儀
礼
の
場
で
名
を
告
げ
る

二
例

(
覚

一
例
)

㉘
︵
義
澄
︶﹁
⁝
﹃
抑
︑
御
使
ハ
誰
人
ニ
テ
オ
ワ
シ
候
ゾ
﹄
ト
尋
ネ
申
テ
候
シ

カ
バ
︑﹃
三
浦
介
﹄
ト
ハ
名
ノ
リ
候
ワ
デ
︑

︵
四
・
十
六
﹁
康
定
関
東
ヨ
リ
帰
洛
シ
テ
関
東
事
語
申
事
﹂
32
オ
)

㉞
︵
重
忠
ら
︶︵
義
経
・
重
忠
・
重
頼
・
重
国
・
景
季
・
高
綱
の
装
束
描
写
の

後
︶
重
忠
ヨ
リ
始
テ
次
第
ニ
名
乗
申
ケ
リ
︒

︵
五
本
・
八
﹁
義
経
院
御
所
ヘ
参
事
﹂
25
オ
)

㉞
は
入
京
し
た
義
経
ら
が
法
皇
の
御
前
で
名
の
る
例
だ
が
︑
状
況
に
違
い
が

あ
る
︒
覚
一
本
で
は
︑
義
経
以
下
六
人
が
中
門
の
内
に
入
る
が
︑
装
束
描
写
は

義
経
一
人
だ
け
で
あ
る
︒
法
皇
の
﹁
み
な
名
の
ら
せ
よ
﹂
と
い
う
言
葉
に
応
じ

て
﹁
ま
づ
大
将
軍
九
郎
義
経
︑
次
に
安
田
三
郎
義
定
︑
畠
山
庄
司
次
郎
重
忠
︑

梶
原
源
太
景
季
︑
佐
々
木
四
郎
高
綱
︑
渋
谷
馬
允
重
資
と
こ
そ
名
の
ッ
た
れ
﹂

と
義
経
を
筆
頭
に
六
人
が
名
の
っ
た
後
︑
義
経
が
﹁
大
床
の
き
は
﹂
に
召
さ
れ

る
︑
と
い
う
展
開
で
あ
る
︒
延
慶
本
で
は
︑
義
経
以
下
六
人
の
装
束
描
写
を
記

す
が
︑
名
の
る
の
は
﹁
中
門
ノ
外
﹂
に
い
る
重
忠
以
下
五
人
だ
け
で
︑
大
床
の

近
く
に
伺
候
し
て
い
る
義
経
は
名
の
ら
な
い
︒
覚
一
本
は
名
の
り
に
よ
っ
て
︑

延
慶
本
は
装
束
描
写
に
よ
っ
て
︑
六
人
の
姿
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
と
い
う

違
い
が
あ
ろ
う
︒

(
五
)

合
戦
場
面
で
︑
自
ら
の
名
を
周
囲
に
告
げ
知
ら
せ
る
︒

四
五
例

(
覚

四
八
例
)

①

具
体
的
な
発
言
を
伴
う

一
三
例

(
覚

二
二
例
)

Ａ

宣
戦
布
告
の
名
の
り

六
例

(
覚

六
例
)

15
︵
円
全
︶
馬
ニ
ヒ
タ
ト
乗
テ
︑
陸
ヘ
打
上
リ
︑﹁
兵
衛
佐
頼
朝
ガ
弟
︑
鳥
羽

卿
公
円
全
ト
云
者
ナ
リ
﹂
ト
名
乗
テ
︑
十
騎
者
共
ガ
中
ヘ
打
入
ル
︒

︵
三
本
・
廿
三
﹁
十
郎
蔵
人
与
平
家
合
戦
事
﹂
73
ウ
)

16
︵
頼
真
︶
風
間
ヲ
サ
ツ
ト
渡
リ
テ
名
乗
ケ
ル
ハ
︑
﹁
当
国
ノ
人
々
︑
或
ハ
知

人
・
得
意
ニ
シ
テ
︑
見
参
セ
ヌ
ハ
少
シ
︒
他
国
殿
原
ハ
音
ニ
聞
給
ラ
ム
︒
笠

原
頼
真
︑
吉
敵
ゾ
︒
討
取
テ
木
曽
殿
ノ
見
参
ニ
入
ヤ
︑
殿
原
﹂
ト
訇
テ
懸
出

ル
︒

︵
三
本
・
廿
六
﹁
城
四
郎
与
木
曽
合
戦
事
﹂
81
ウ
)

17
︵
家
俊
︶
18
︵
弘
資
︶
互
ニ
ユ
︵
ン
︶
デ
ス
ガ
ワ
セ
テ
︑﹁
信
乃
国
ノ
住
人
︑

富
部
三
郎
家
俊
﹂
ト
名
乗
ル
ヲ
︑
佐
井
七
郎
ハ
タ
ト
ニ
ラ
マ
ヘ
テ
︑﹁
サ
テ

ハ
和
君
ハ
弘
資
ニ
ハ
ア
タ
ワ
ヌ
敵
ゴ
サ
ム
ナ
レ
︒
聞
タ
ル
ラ
ム
物
ヲ
︑
承
平

将
門
討
テ
名
ヲ
揚
シ
俵
藤
太
秀
郷
ガ
八
代
末
葉
︑
上
野
国
佐
井
七
郎
弘
資
﹂

ト
名
乗
ケ
レ
バ
︑

︵
三
本
・
廿
六
﹁
城
四
郎
与
木
曽
合
戦
事
﹂
82
ウ
)

㉟
︵
義
仲
︶
マ
先
ニ
歩
セ
向
テ
名
乗
ケ
ル
ハ
︑﹁
清
和
天
皇
十
代
ノ
末
葉
︑
六

条
判
官
為
義
孫
︑
帯
刀
先
生
義
賢
次
男
︑
木
曽
冠
者
︑
今
ハ
左
馬
頭
兼
伊
与

延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
動
詞
﹁
な
の
る
︵
名
乗
︶﹂

七



守
︑
朝
日
ノ
将
軍
源
ノ
義
仲
︒
ア
レ
ハ
甲
斐
ノ
一
条
ノ
次
郎
殿
ト
コ
ソ
聞
︒

義
仲
打
取
テ
︑
頼
朝
ニ
見
セ
テ
悦
バ
セ
ヨ
ヤ
﹂
ト
テ
︑
ヲ
メ
イ
テ
中
ヘ
係
入

テ
︑
十
文

（
マ
マ
）

ニ
ゾ
戦
ケ
ル
︒

︵
五
本
・
九
﹁
義
仲
都
落
ル
事
﹂
28
オ
)

37
︵
本
馬
ノ
五
郎
︶
サ
テ
勢
多
ノ
方
ヘ
行
ホ
ド
ニ
︑﹁
相
模
国
住
人
︑
本
馬
ノ

五
郎
﹂
ト
名
乗
テ
︑
追
テ
係
ル
︒
取
テ
返
テ
︑
ヨ
ク
ヒ
イ
テ
兵
ド
射
タ
リ
︒

本
馬
ガ
馬
ノ
ム
ナ
ガ
ヒ
ヅ
ク
シ
ニ
︑
羽
ブ
サ
マ
デ
ゾ
射
コ
ミ
タ
ル
︒
馬
逆
ニ

マ
ロ
ビ
ケ
リ
︒

︵
五
本
・
九
﹁
義
仲
都
落
ル
事
﹂
29
オ
)

15
は
︑
源
行
家
・
全
円
と
平
家
方
に
よ
る
墨
俣
川
の
戦
い
︒
功
名
心
に
は
や

る
全
円
は
︑
夜
の
う
ち
に
一
人
で
川
を
渡
る
が
︑
平
家
方
に
見
つ
か
っ
て
し
ま

う
︒
一
度
は
﹁
御
方
ノ
者
﹂
と
偽
る
が
︑﹁
甲
ヲ
ヌ
ギ
テ
名
乗
﹂
と
︑
追
及
を

受
け
る
︒
言
い
逃
れ
で
き
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
全
円
は
︑
名
の
り
を
あ
げ
て
戦

い
を
挑
み
︑
三
騎
を
討
ち
取
り
二
騎
に
手
傷
を
負
わ
せ
る
が
︑
討
死
す
る
︒

16
17
18
は
︑
城
四
郎
長
茂
と
木
曽
義
仲
が
戦
っ
た
横
田
河
原
合
戦
の
例
で
あ

る
︒
16
は
城
四
郎
の
命
を
受
け
た
笠
原
頼
真
が
﹁
百
騎
計
﹂
を
率
い
て
義
仲
軍

﹁
三
百
余
騎
﹂
を
相
手
に
健
闘
す
る
︒

続
く
17
18
も
︑
城
四
郎
方
の
富
部
三
郎
家
俊
﹁
十
三
騎
﹂
と
︑
義
仲
方
の
佐

井
七
郎
弘
資
﹁
五
十
余
騎
﹂
と
の
集
団
戦
で
あ
る
︒
ま
ず
17
家
俊
が
名
の
る
と
︑

18
弘
資
は
﹁
弘
資
ニ
ハ
ア
タ
ワ
ヌ
敵
ゴ
サ
ム
ナ
レ
﹂
と
相
手
を
非
難
し
た
上
で

名
の
り
返
す
︒
す
か
さ
ず
家
俊
は
︑
祖
父
に
あ
た
る
家
弘
が
保
元
の
乱
に
参
戦

し
た
こ
と
を
告
げ
て
﹁
汝
ヲ
コ
ソ

維
キ
ラ
ヒ

タ
ケ
レ
﹂
と
名
の
り
直
し
て
い
る
︒
互

い
に
名
の
り
あ
う
点
と
︑
名
を
告
げ
る
こ
と
よ
り
も
︑
自
ら
の
家
柄
や
先
祖
の

武
功
に
重
き
を
置
く
点
が
注
目
さ
れ
る
︒

㉟
37
は
︑
義
仲
対
義
経
の
粟
津
の
軍
で
あ
る
︒
㉟
は
︑
今
井
の
旗
を
見
て
集

ま
っ
て
き
た
﹁
五
百
余
騎
﹂
を
率
い
る
義
仲
が
︑
甲
斐
の
一
条
次
郎
﹁
六
千
余

騎
﹂
に
駆
け
入
る
場
面
で
あ
る
︒
37
は
︑
勢
多
に
向
か
う
義
仲
に
対
し
て
名
の

り
か
け
て
戦
い
を
挑
む
例
で
あ
る
︒
﹁
本
馬
ノ
五
郎
﹂
と
の
み
言
い
︑
実
名
を

口
に
し
な
い
点
が
注
目
さ
れ
る
︒

｢
Ａ
宣
戦
布
告
の
名
の
り
﹂
に
は
︑
そ
れ
を
契
機
に
戦
闘
が
は
じ
ま
る
と
い

う
共
通
点
が
あ
る
が
︑
そ
の
戦
闘
の
描
き
方
は
覚
一
本
と
異
な
る
︒
覚
一
本
で

は
相
互
に
名
の
り
あ
う
例
は
な
く
︑
六
例
全
て
が
名
の
っ
た
人
物
に
焦
点
を
当

て
︑
そ
の
行
動
に
よ
っ
て
戦
闘
を
描
く
︒
し
か
し
延
慶
本
で
は
︑
15
全
円
の
一

例
の
み
で
あ
る
︒
他
の
例
は
と
い
う
と
︑
37
本
間
は
︑
逆
に
名
の
り
か
け
ら
れ

た
義
仲
の
行
動
に
よ
っ
て
戦
闘
を
描
い
て
い
る
︒
17
家
俊
と
18
弘
資
は
︑
互
い

に
名
の
り
あ
っ
た
後
︑
双
方
の
行
動
に
よ
っ
て
戦
闘
を
描
く
︒

Ｂ

一
騎
打
ち
の
名
の
り

な
し

(
覚

五
例
)

延
慶
本
に
︑
一
騎
打
ち
の
名
の
り
の
例
は
な
い
︒

Ｃ

勝
名
の
り

な
し

(
覚

三
例
)

延
慶
本
に
︑
勝
名
の
り
の
例
は
な
い
︒

Ｄ

先
陣
の
名
の
り

三
例

(
覚

八
例
)

㉜
︵
高
綱
︶
紅
ノ
扇
ヒ
ラ
キ
仕
テ
︑
﹁
音
ニ
モ
聞
ラ
ム
︑
目
ニ
モ
ミ
ヨ
︒
佐
々

延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
動
詞
﹁
な
の
る
︵
名
乗
︶﹂

八



木
ノ
四
郎
高
綱
︑
宇
治
河
先
陣
渡
シ
タ
リ
ヤ
﹂
ト
ゾ
名
乗
ケ
ル
︒

︵
五
本
・
七
﹁
兵
衛
佐
ノ
軍
兵
等
﹂
19
オ
)

㉝
︵
季
次
︶﹁
河
ヘ
打
入
ル
ヽ
事
ハ
畠
山
一
番
也
︒
向
ノ
岸
ヘ
着
事
ハ
︑
武
蔵

国
ノ
住
人
︑
大
櫛
彦
次
郎
季
次
︑
マ
先
也
﹂
ト
ゾ
名
乗
ケ
ル
︒

︵
五
本
・
七
﹁
兵
衛
佐
ノ
軍
兵
等
﹂
20
ウ
)

㊶
︵
季
重
︶﹁
遠
キ
人
ハ
音
ニ
モ
聞
ラ
ム
︑
近
ハ
目
ニ
モ
ミ
ヨ
︒
武
蔵
国
住
人
︑

西
党
ノ
中
ニ
︑
平
山
武
者
所
季
重
︑
今
日
ノ
軍
ノ
マ
先
也
﹂
ト
名
乗
テ
︑
城

ノ
中
ヘ
係
入
ヌ
︒

︵
五
本
・
廿
﹁
源
氏
三
草
山
并
一
谷
追
落
事
﹂
58
ウ
)

Ｅ

味
方
に
対
す
る
名
の
り

二
例

(
覚

な
し
)

42
︵
基
国
︶
熊
谷
是
ヲ
ミ
テ
︑﹁
誰
人
ニ
テ
オ
ワ
ス
ル
ゾ
﹂
ト
問
ケ
レ
バ
︑﹁
信

乃
国
︑
村
上
次
郎
判
官
代
基
国
﹂
ト
名
乗
テ
︑
ヲ
メ
イ
テ
カ
ク
︒

︵
五
本
・
廿
﹁
源
氏
三
草
山
并
一
谷
追
落
事
﹂
59
オ
)

57
︵
安
重
︶﹁
比
気
ノ
五
郎
ハ
コ
ヽ
ニ
有
カ
﹂︒
カ
ス
カ
ナ
ル
音
ニ
テ
﹁
安
重
﹂

ト
名
乗
ケ
レ
バ
︑
馬
ヨ
リ
飛
下
テ
︑
敵
ガ
首
ヲ
カ
ク
︒

︵
五
本
・
廿
八
﹁
大
夫
業
盛
被
討
給
事
﹂
78
ウ
)

覚
一
本
に
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
︑
延
慶
本
で
は
味
方
に
対
し
て
名
の
る

例
が
認
め
ら
れ
る
︒
42
は
一
谷
合
戦
で
︑
熊
谷
直
実
が
後
か
ら
来
た
武
者
に
対

し
て
名
を
問
う
例
で
あ
る
︒
こ
こ
で
直
実
は
︑
相
手
が
味
方
で
あ
る
こ
と
を
知

り
な
が
ら
名
を
問
う
て
い
る
︒
57
は
︑
一
谷
に
お
い
て
比
気
四
郎
・
五
郎
兄
弟

が
平
業
盛
と
戦
う
場
面
で
あ
る
︒
井
戸
の
中
に
弟
安
重
と
業
盛
が
落
ち
た
が
︑

兄
は
二
人
の
区
別
が
つ
か
な
い
︒
兄
は
︑
弟
の
名
の
り
を
聞
い
た
直
後
に
︑
業

盛
の
首
を
討
つ
︒
な
お
︑
(五
)
②
40
季
重
も
味
方
に
対
す
る
名
の
り
で
あ
る
︒

Ｆ

正
体
を
明
か
す
名
の
り

二
例

(
覚

な
し
)

12
︵
全
蓮
︶
河
越
シ
ニ
申
ケ
ル
ハ
︑
﹁
人
ハ
高
名
ヲ
シ
テ
コ
ソ
イ
ミ
ジ
ケ
レ
︒

ニ
ゲ
テ
名
乗
ハ
ヲ
カ
シ
ケ
レ
ド
モ
︑
只
今
被
取
テ
河
ヲ
越
タ
リ
ツ
ル
ハ
︑
此

法
師
︒
カ
ク
申
ハ
︑
主
馬
判
官
盛
国
ガ
孫
︑
越
中
前
司
盛
俊
ガ
末
子
︑
近
江

国
石
山
法
師
ニ
︑
悪
土
佐
全
蓮
﹂
ト
名
乗
テ
入
ニ
ケ
リ
︒

︵
三
本
・
廿
三
﹁
十
郎
蔵
人
与
平
家
合
戦
事
﹂
73
オ
)

60
︵
景
清
︶
敵
長
刀
ヲ
ツ
カ
ヘ
テ
扇
開
ツ
カ
フ
テ
︑
﹁
今
日
近
来
︑
京
童
部
マ

デ
モ
沙
汰
ス
ナ
ル
︑
平
家
ノ
御
方
ニ
越
中
前
司
盛
俊
ガ
次
男
︑
上
総
悪
七
兵

衛
景
清
﹂
ト
名
乗
テ
︑
舩
ニ
ゾ
乗
ニ
ケ
ル
︒

︵
六
本
・
九
﹁
余
一
助
高
扇
射
事
﹂
22
オ
)

こ
れ
も
覚
一
本
に
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
︑
延
慶
本
で
は
正
体
を
明
か
す

た
め
に
名
の
る
例
が
二
例
あ
る
︒
12
は
︑
洲
俣
合
戦
で
の
平
家
方
全
蓮
の
名
の

り
で
あ
る
︒
義
円
の
陣
に
︑﹁
乞
食
法
師
﹂
に
な
り
す
ま
し
て
偵
察
す
る
が
︑

怪
し
ま
れ
て
捕
ら
え
ら
れ
る
︒
縄
を
引
き
切
り
逃
走
し
河
を
泳
ぎ
き
っ
た
後
︑

正
体
を
明
か
す
た
め
に
対
岸
か
ら
名
の
っ
て
い
る
︒
60
は
屋
島
で
の
戦
い
︒
景

清
は
︑
丹
生
屋
十
郎
の
甲
の
錣
を
引
き
ち
ぎ
っ
た
後
に
名
の
り
を
あ
げ
る
︒
そ

れ
ま
で
は
﹁
打
物
持
タ
ル
者
﹂﹁
敵
﹂
と
名
を
明
か
さ
れ
な
い
ま
ま
に
戦
っ
て

い
た
景
清
だ
が
︑
こ
の
名
の
り
に
よ
っ
て
正
体
が
明
か
さ
れ
る㉑

︒

延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
動
詞
﹁
な
の
る
︵
名
乗
︶﹂

九



②

発
言
を
伴
わ
な
い

三
二
例

(
覚

二
六
例
)

Ａ

合
戦
場
面
で
の
名
の
り
を
指
し
︑
そ
れ
を
話
題
と
す
る
も
の

八
例

(
覚

一
一
例
)

�
︵
渡
辺
党
︶
渡
部
党
ニ
ハ
︑
省
・
連
・
至
・
覚
・
授
・
与
・
競
・
唱
・
列ツ

ラ

・

配
・
早
・
清
・
遥
ナ
ド
ヲ
始
ト
シ
テ
︑
我
モ
〳
〵
ト
声
々
ニ
︑
一
文
字
名
ド

モ
名
乗
テ
︑
卅
余
騎
馬
ヨ
リ
飛
下
リ
︑
橋
桁
ヲ
ワ
タ
シ
テ
戦
ケ
リ
︒

︵
二
中
・
十
八
﹁
宮
南
都
ヘ
落
給
事
﹂
54
オ
)

�
︵
景
正
ガ
末
葉
︶
時
政
重
テ
申
ケ
ル
ハ
︑﹁
抑
︑
景
親
ハ
景
正
ガ
末
葉
ト
名

乗
リ
申
歟
︒
サ
テ
ハ
子
細
ハ
知
タ
リ
ケ
リ
︒
争
カ
三
代
相
伝
ノ
君
ニ
向
奉
リ

テ
︑
弓
ヲ
モ
引
︑
矢
ヲ
放
ベ
キ
︒
速
ニ
ヒ
キ
テ
ノ
キ
候
ヘ
﹂︒

︵
二
末
・
十
三
﹁
石
橋
山
合
戦
事
﹂
58
オ
)

11
︵
全
蓮
︶
河
越
シ
ニ
申
ケ
ル
ハ
︑﹁
人
ハ
高
名
ヲ
シ
テ
コ
ソ
イ
ミ
ジ
ケ
レ
︒

ニ
ゲ
テ
名
乗
ハ
ヲ
カ
シ
ケ
レ
ド
モ
︑
只
今
被
取
テ
河
ヲ
越
タ
リ
ツ
ル
ハ
︑
此

法
師
︒
⁝
﹂

︵
三
本
・
廿
三
﹁
十
郎
蔵
人
与
平
家
合
戦
事
﹂
73
オ
)

13
︵
円
全
︶
十
郎
蔵
人
︑
夜
ノ
ア
ケ
ボ
ノ
ニ
時
ヲ
造
テ
︑
河
ヲ
渡
ム
時
︑
コ
ヽ

ヨ
リ
﹁
円
全
今
日
ノ
大
将
軍
﹂
ト
名
乗
テ
懸
ム
ト
思
テ
︑
東
向
︑
今
ヤ
夜
明

ル
ト
待
懸
タ
リ
︒

︵
三
本
・
廿
三
﹁
十
郎
蔵
人
与
平
家
合
戦
事
﹂
73
オ
)

19
︵
家
俊
︶
富
部
三
郎
取
ア
ヘ
ズ
︑﹁
和
君
ハ
次
ガ
ナ
氏
文
読
ム
ト
思
ケ
ル
者

哉
︒
家
俊
ガ
品
ヲ
バ
︑
ナ
ニ
ト
シ
テ
維
ゾ
ト
ヨ
︒
是
ニ
テ
名
乗
ズ
ハ
︑
富
部

三
郎
ハ
何
程
ノ
者
ナ
レ
バ
︑
横
田
ノ
軍
ニ
佐
井
七
郎
ニ
被
維
テ
︑
名
乗
帰
サ

デ
有
ゾ
ト
︑
人
ノ
云
ワ
ン
ズ
ル
ニ
︒
⁝
﹂

︵
三
本
・
廿
六
﹁
城
四
郎
与
木
曽
合
戦
事
﹂
82
ウ
)

㊱
︵
一
条
次
郎
︶
一
条
次
郎
是
ヲ
聞
テ
︑
﹁
名
乗
ル
敵
ヲ
打
ヤ
︑
者
ド
モ
︑
ク

メ
ヤ
︑
若
党
﹂
ト
テ
︑
六
千
余
騎
ガ
中
ニ
取
籠
テ
︑
一
時
計
ゾ
戦
ケ
ル
︒

︵
五
本
・
九
﹁
義
仲
都
落
ル
事
﹂
28
ウ
)

40
︵
季
重
︶
熊
谷
︑
平
山
ヲ
ミ
テ
︑﹁
ア
レ
ハ
平
山
殿
ノ
オ
ワ
ス
ル
カ
﹂
ト
問

ケ
レ
バ
︑
季
重
ノ
名
乗
テ
木
戸
口
ヘ
セ
メ
ヨ
リ
ケ
レ
バ
︑﹁
サ
レ
バ
コ
ソ
﹂

ト
ゾ
申
ケ
ル
︒

︵
五
本
・
廿
﹁
源
氏
三
草
山
并
一
谷
追
落
事
﹂
57
オ
)

�
︵
盛
次
︶
越
中
次
郎
兵
衛
盛
次
︑
進
出
申
ケ
ル
ハ
︑﹁
抑
︑
源
氏
ノ
方
ヨ
リ

昨
日
名
乗
給
ト
ハ
聞
シ
カ
ド
モ
︑
海
上
遥
ニ
隔
テ
︑
浪
ニ
マ
ギ
レ
テ
︑
慥
ニ

モ
聞
ワ
カ
ズ
︒
⁝
﹂

︵
六
本
・
十
﹁
盛
次
与
能
盛
詞
戦
事
﹂
23
ウ
)

�
は
︑
石
橋
山
合
戦
で
︑
景
親
の
名
の
り
を
聞
い
た
時
政
が
﹁
景
親
ハ
景
正

ガ
末
葉
ト
名
乗
リ
申
歟
﹂
と
言
い
返
す
場
面
で
あ
る
︒
こ
こ
で
も
︑
自
身
の
名

よ
り
先
祖
の
名
や
軍
功
の
方
が
問
題
に
な
っ
て
お
り
︑
17
家
俊
と
18
弘
資
の
問

答
と
通
じ
合
う
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
そ
し
て
40
季
重
は
︑
一
谷
合
戦
で
の
先
陣
争

い
の
際
︑
味
方
で
あ
る
直
実
に
対
し
て
名
の
っ
て
い
る
︒

Ｂ

名
の
り
の
要
求
や
︑
そ
れ
に
対
す
る
問
答

二
四
例
︵
覚

一
五
例
)

ⅰ

一
騎
打
ち
の
名
の
り

一
九
例

(
覚

一
五
例
)

ア

相
手
の
名
を
問
う

五
例

(
覚

六
例
)

延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
動
詞
﹁
な
の
る
︵
名
乗
︶﹂

一
〇



⑳
㉑
︵
光
盛
︶
木
曽
ガ
手
ニ
信
乃
国
住
人
︑
手
塚
太
郎
光
盛
ト
云
者
ア
リ
︒

実
盛
ガ
カ
ク
ル
ヲ
ミ
テ
︑﹁
タ
ソ
ヤ
︒
只
一
人
残
留
テ
戦
コ
ソ
心
ニ
ク
ケ
レ
︒

ナ
ノ
レ
ヤ
〳
〵
︒
⁝
﹂

︵
三
末
・
十
三
﹁
実
盛
打
死
ス
ル
事
﹂
36
オ
)

㊼
︵
忠
澄
︶
岡
部
六
矢
田
忠
澄
ト
云
者
︑
馳
ツ
ヾ
キ
テ
︑﹁
コ
ヽ
ニ
只
一
騎
落

行
ハ
誰
人
ゾ
︒
敵
カ
御
方
カ
︑
名
乗
給
ヘ
﹂
ト
云
カ
ケ
ヽ
レ
バ
︑﹁
御
方
ゾ
﹂

ト
答
タ
リ
︒

︵
五
本
・
廿
二
﹁
薩
摩
守
忠
度
被
討
給
事
﹂
67
ウ
)

48
︵
忠
澄
︶
忠
澄
ヲ
キ
ア
ガ
リ
テ
︑
忠
度
ニ
組
︒
ウ
ヘ
ニ
乗
ヰ
テ
︑
取
テ
押
テ
︑

﹁
誰
人
ゾ
︒
名
乗
給
ベ
シ
﹂
ト
︒

︵
五
本
・
廿
二
﹁
薩
摩
守
忠
度
被
討
給
事
﹂
68
オ
)

54
︵
重
頼
ガ
郎
等
︶
擲
刀

ナ
ギ
ナ
タ

持
タ
ル
男
ノ
︑
師
盛
ノ
頸
ヲ
切
ラ
ム
ト
テ
︑
ヨ
テ
申

ケ
ル
ハ
︑﹁
カ
ネ
付
サ
セ
給
テ
候
ハ
︑
平
家
ノ
一
門
ニ
テ
オ
ワ
シ
マ
シ
候
ゴ

サ
ム
メ
レ
︒
名
乗
セ
給
ヘ
﹂︒
︵
五
本
・
廿
六
﹁
備
中
守
沈
海
給
事
﹂
77
オ
)

⑳
㉑
は
光
盛
が
実
盛
に
︑
㊼
48
は
忠
澄
が
忠
度
に
︑
54
は
重
頼
の
郎
等
が

師
盛
に
名
を
問
う
場
面
で
あ
る
︒
次
の
イ
の
︑
㉒
㉓
㉔
︵
実
盛
︶︑
49
50
51

︵
忠
盛
︶︑
55
56
︵
師
盛
︶
に
み
え
る
よ
う
に
︑
三
人
と
も
名
の
り
を
拒
絶
し
て

い
る
︒

イ

名
の
り
を
め
ぐ
る
問
答

一
四
例

(
覚

九
例
)

㉒
㉓
㉔
︵
光
盛
︶
木
曽
ガ
前
ニ
来
テ
申
ケ
ル
ハ
︑﹁
光
盛
コ
ソ
︑
カ
ヽ
ル
ク
セ

者
打
テ
候
ヘ
︒﹃
ナ
ノ
レ
﹄
ト
申
候
ツ
レ
ド
モ
︑
ナ
ノ
リ
候
ハ
デ
︑﹃
木
曽
殿

ハ
御
覧
ジ
知
タ
ル
ラ
ム
﹄
ト
申
テ
︑
終
ニ
ナ
ノ
リ
候
ハ
ズ
︒
⁝
﹂

︵
三
末
・
十
三
﹁
実
盛
打
死
ス
ル
事
﹂
37
オ
)

㊸
44
㊺
46
︵
則
綱
︶
平
六
ガ
申
ケ
ル
ハ
︑﹁
ヤ
殿
︑
和
殿
ハ
タ
ソ
︒
敵
ヲ
打
法

ニ
ハ
︑
交
名
慥
ニ
名
乗
セ
テ
打
タ
レ
バ
コ
ソ
勲
功
ニ
モ
預
レ
︒
名
乗
ラ
ヌ
首

ヲ
バ
イ
ク
ラ
取
タ
リ
ト
モ
︑
物
ノ
用
ニ
立
マ
ジ
キ
物
ヲ
︒
我
名
乗
ツ
ル
ヲ
バ

聞
給
ツ
ル
カ
﹂
ト
問
ケ
レ
バ
︑
﹁
ヨ
ク
モ
不
知
㆒

﹂
ト
答
︒﹁
サ
ラ
バ
名
乗
テ

聞
セ
奉
ラ
ム
﹂
ト
云
︒

︵
五
本
・
廿
一
﹁
越
中
前
司
盛
俊
被
討
事
﹂
65
オ
)

49
︵
忠
度
︶﹁
己
レ
ニ
合
テ
一
度
モ
名
乗
ル
マ
ジ
キ
ゾ
︒
己
ガ
見
知
ラ
ヌ
コ
ソ

人
ナ
ラ
ネ
︒
サ
リ
ナ
ガ
ラ
モ
ヨ
キ
敵
ゾ
︒
定
勧
賞
ニ
預
ラ
ム
ズ
ラ
ム
ゾ
﹂
ト

云
ケ
レ
バ
︑

︵
五
本
・
廿
二
﹁
薩
摩
守
忠
度
被
討
給
事
﹂
68
オ
)

50
51
︵
忠
澄
︶
忠
澄
︑
頸
ヲ
大
刀
ノ
サ
キ
ニ
指
貫
テ
︑
﹁
﹃
名
乗
レ
﹄
ト
イ
ヘ
ド

モ
名
乗
ラ
ズ
︒
是
ハ
タ
ガ
頸
ゾ
﹂
ト
云
テ
︑
人
ニ
ミ
ス
レ
バ
︑

︵
五
本
・
廿
二
﹁
薩
摩
守
忠
度
被
討
給
事
﹂
68
ウ
)

52
53
︵
敦
盛
︶
﹁
イ
ツ
ノ
ナ
ジ
ミ
︑
イ
ツ
ノ
対
面
ト
モ
ナ
キ
ニ
︑
是
程
ニ
思
ラ

ム
コ
ソ
難
有
ケ
レ
︒
又
名
乗
テ
モ
討
レ
ナ
ム
ズ
︑
ナ
ノ
ラ
デ
モ
ウ
タ
レ
ム
ズ
︒

ト
テ
モ
討
ベ
キ
身
ナ
レ
バ
︑
又
カ
ヤ
ウ
ニ
云
モ
疎
ナ
ラ
ズ
﹂
ト
思
ワ
レ
ケ
レ

バ
︑

︵
五
本
・
廿
五
﹁
敦
盛
被
討
給
事
﹂
73
オ
)

55
56
︵
師
盛
︶
師
盛
宣
ケ
ル
ハ
︑
﹁
己
ニ
逢
テ
名
乗
ル
マ
ジ
キ
ゾ
︒
後
ニ
人
ニ

問
ヘ
﹂
ト
テ
︑
名
乗
給
ワ
ズ
︒
(
五
本
・
廿
六
﹁
備
中
守
沈
海
給
事
﹂
77
オ
)

実
盛㉒

︑
忠
度
︑
師
盛
の
三
人
は
名
の
り
を
拒
絶
す
る
︒
敦
盛
は
名
を
告
げ
︑

則
綱
は
相
手
の
要
求
に
よ
ら
ず
自
ら
名
の
り
か
け
る
︒

延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
動
詞
﹁
な
の
る
︵
名
乗
︶﹂

一
一



ⅱ

大
将
軍
の
名
の
り

三
例

(
覚

な
し
)

58
59
︵
義
経
︶
判
官
マ
サ
キ
ニ
歩
マ
セ
出
テ
︑﹁
音
ニ
モ
聞
︑
今
ハ
目
ニ
モ
ミ

ル
ラ
ム
︒
清
和
天
皇
ヨ
リ
十
代
ノ
孫
︑
鎌
倉
ノ
前
右
兵
衛
佐
源
頼
朝
ガ
舎
弟
︑

九
郎
大
夫
判
官
義
経
也
︒
大
将
軍
ハ
誰
人
ゾ
︒
名
乗
レ
〳
〵
﹂
ト
責
ケ
レ
ド

モ
︑
外
記
大
夫
義
遠
︑
有
ケ
レ
ド
モ
︑
音
モ
セ
ズ
︒

︵
六
本
・
四
﹁
判
官
勝
浦
ニ
付
テ
合
戦
ス
ル
事
﹂
10
オ
)

62
︵
盛
次
︶
越
中
次
郎
兵
衛
盛
次
︑
進
出
申
ケ
ル
ハ
︑﹁
抑
︑
源
氏
ノ
方
ヨ
リ

昨
日
名
乗
給
ト
ハ
聞
シ
カ
ド
モ
︑
海
上
遥
ニ
隔
テ
︑
浪
ニ
マ
ギ
レ
テ
︑
慥
ニ

モ
聞
ワ
カ
ズ
︒
今
日
ノ
大
将
軍
誰
ゾ
ヤ
︒
名
乗
レ
﹂
ト
申
ケ
レ
バ
︑

︵
六
本
・
十
﹁
盛
次
与
能
盛
詞
戦
事
﹂
23
ウ
～
24
オ
)

覚
一
本
で
名
を
問
う
相
手
は
一
騎
打
ち
の
相
手
の
み
で
あ
っ
た
が
︑
延
慶
本

で
は
大
将
軍
に
名
を
問
う
例
が
三
例
あ
る
︒
58
59
は
︑
義
経
が
勝
浦
に
上
陸
し

た
後
︑
平
家
方
の
大
将
軍
に
名
を
問
う
例
で
あ
る
︒
義
遠
が
大
将
軍
で
あ
る
こ

と
は
︑
地
の
文
に
お
い
て
既
に
﹁
桜
間
外
記
ノ
大
夫
良
遠
ト
云
者
︑
大
将
軍
ニ

テ
﹂
と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
62
は
︑
屋
島
に
お
い
て
平
家
方
の
盛
次
が
源
氏
方

の
大
将
軍
の
名
を
問
う
も
の
︒
こ
の
前
日
に
は
義
経
の
名
の
り
が
あ
り
︑
盛
次

も
義
経
が
大
将
軍
と
承
知
し
た
上
で
挑
発
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
こ
の
挑
発

に
は
義
盛
が
応
じ
︑
詞
戦
に
発
展
す
る
︒

ⅲ

敵
か
味
方
か
分
か
ら
な
い
相
手

二
例

(
覚

な
し
)

14
︵
平
家
ノ
勢
︶
是
ヲ
聞
テ
︑
円
全
少
シ
モ
サ
ワ
ガ
ズ
︑﹁
御
方
ノ
者
︒
馬
ノ

足
ヒ
ヤ
シ
候
﹂
ト
答
タ
リ
︒
﹁
御
方
ナ
ラ
バ
︑
甲
ヲ
ヌ
ギ
テ
名
乗
﹂
ト
云
ケ

レ
バ
︑

︵
三
本
・
廿
三
﹁
十
郎
蔵
人
与
平
家
合
戦
事
﹂
73
ウ
)

39
︵
義
経
︶﹁
只
今
コ
ヽ
ニ
出
来
タ
ル
ハ
ナ
ム
者
ゾ
︒
名
乗
リ
候
ヘ
﹂
ト
云
ケ

ル
︒
コ
ヘ
ヲ
聞
テ
︑
九
郎
御
曹
司
ノ
御
音
ト
聞
テ
︑
直
実
申
ケ
ル
ハ
︑﹁
是

ハ
直
実
ニ
テ
候
︒
君
ノ
御
出
ト
承
リ
候
テ
︑
御
共
ニ
参
リ
候
ワ
ム
ト
テ
候
﹂

ト
ゾ
申
ケ
ル
︒

︵
五
本
・
廿
﹁
源
氏
三
草
山
并
一
谷
追
落
事
﹂
54
ウ
)

延
慶
本
で
は
︑
敵
か
味
方
が
分
か
ら
な
い
相
手
に
名
を
問
う
例
も
二
例
み
ら

れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
味
方
に
対
し
て
名
の
る
例
が
延
慶
本
に
あ
る
こ
と
が
関

係
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒
39
は
一
谷
合
戦
で
︑
義
経
率
い
る
搦
手
か
ら
抜
け
駆
け

し
た
熊
谷
直
実
が
︑
義
経
に
見
と
が
め
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
︒

三
︑
ま
と
め
と
展
望

以
上
︑
延
慶
本
の
﹁
名
の
る
﹂﹁
名
の
り
申
す
﹂
六
二
例
全
て
を
検
討
し
て

き
た
︒
そ
の
結
果
は
︑
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

(一
)名
と
し
て
称
す
る
︒

五
例

(二
)自
ら
が
そ
の
当
人
で
あ
る
こ
と
を
申
し
出
る
︒

一
例

(三
)自
ら
の
立
場
や
所
属
を
告
げ
知
ら
せ
る
︒

三
例

(四
)自
ら
の
名
を
相
手
に
告
げ
知
ら
せ
る
︒

八
例

(五
)合
戦
場
面
で
︑
自
ら
の
名
を
周
囲
に
告
げ
知
ら
せ
る
︒

四
五
例

中
で
も
(五
)の
意
味
は
︑
延
慶
本
に
四
五
例
︵
73
％
︶
あ
り
︑
覚
一
本
で
も
七

延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
動
詞
﹁
な
の
る
︵
名
乗
︶﹂

一
二



三
例
中
四
八
例
︵
66
％
︶
と
︑
全
体
の
大
部
分
を
占
め
る
︒

第
一
の
目
的
で
あ
っ
た
︑
延
慶
本
の
︿
名
の
り
﹀
の
定
義
を
考
え
る
︒
延
慶

本
に
︑
合
戦
場
面
で
動
詞
﹁
名
の
る
﹂
を
伴
っ
て
発
言
す
る
場
面
は
︑
(五
)
①

に
一
三
例
認
め
ら
れ
た
︒
そ
の
中
に
は
︑﹁
Ｅ
味
方
に
対
す
る
名
の
り
﹂
が
二

例
あ
り
︑
37
本
間
の
よ
う
に
実
名
を
告
げ
な
い
場
合
も
認
め
ら
れ
た
︒

延
慶
本
で
は
︑
三
例
︵
40
季
重
︑
42
基
国
︑
57
安
重
︶
に
お
い
て
︑
味
方
に

対
し
て
名
を
告
げ
る
と
き
に
﹁
名
の
る
﹂
を
用
い
て
い
た
︒
覚
一
本
に
同
じ
場

面
が
あ
る
の
は
40
季
重
の
み
だ
が
︑
こ
の
場
合
に
は
︑

｢た
そ
﹂
と
と
へ
ば
﹁
季
重
﹂
と
こ
た
ふ
︒

︵
巻
九
﹁
一
二
之
懸
﹂)

と
あ
る
︒
つ
ま
り
覚
一
本
は
敵
に
名
を
明
か
す
場
合
に
限
っ
て
﹁
名
の
る
﹂
を

用
い
る
が
︑
延
慶
本
で
は
敵
と
味
方
の
ど
ち
ら
に
名
を
明
か
す
こ
と
も
﹁
名
の

る
﹂
と
い
う
違
い
が
認
め
ら
れ
る
︒

こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
︑
延
慶
本
の
︿
名
の
り
﹀
は
﹁
合
戦
場
面
で
敵
ま
た

は
味
方
に
自
身
の
名
を
告
げ
る
行
為
﹂
と
定
義
で
き
る
︒
こ
の
定
義
に
基
づ
け

ば
︑﹁
名
の
る
﹂
以
外
の
動
詞
を
伴
う
例
も
多
く
数
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
そ
こ

に
は
︑
今
回
の
考
察
で
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
﹁
Ｂ
一
騎
打
ち
の
名
の
り
﹂
や

﹁
Ｄ
勝
名
の
り
﹂
も
複
数
含
ま
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
︒

一
方
の
覚
一
本
で
は
︑
味
方
に
対
し
て
名
の
る
例
や
︑
実
名
を
告
げ
な
い
例

は
な
く
︑
そ
の
定
義
は
﹁
合
戦
場
面
で
敵
に
自
ら
の
実
名
︵
あ
る
い
は
法
名
︶

を
告
げ
る
行
為
﹂
で
あ
っ
た
︒
延
慶
本
の
定
義
は
︑
覚
一
本
よ
り
も
広
い
︒

こ
の
定
義
の
違
い
は
︑
合
戦
の
描
き
方
の
差
異
に
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒

す
な
わ
ち
︑
覚
一
本
の
︿
名
の
り
﹀
は
︑
対
象
を
敵
に
限
定
す
る
こ
と
で
︑
敵

と
味
方
と
が
対
峙
し
た
戦
場
の
緊
張
感
を
効
果
的
に
呼
び
起
こ
し
て
い
る
︒
さ

ら
に
言
え
ば
︑
敵
と
味
方
︑
源
と
平
の
合
戦
を
描
く
こ
と
に
終
始
し
よ
う
と
す

る
方
針
を
感
じ
さ
せ
る
︒
対
す
る
延
慶
本
の
︿
名
の
り
﹀
は
︑
先
陣
争
い
や
抜

け
駆
け
の
場
面
な
ど
味
方
に
対
し
て
も
行
わ
れ
︑
源
氏
方
武
士
同
士
の
心
理
戦

を
つ
ぶ
さ
に
映
し
出
す
︒
一
谷
合
戦
で
義
経
が
直
実
に
名
の
り
を
要
求
す
る
場

面
は
︑
そ
の
好
例
と
い
え
る
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
源
氏
方
の
動
向
を
一
元
的
に
描

か
ず
︑
丹
念
に
追
お
う
と
す
る
延
慶
本
の
姿
勢
が
窺
え
る
︒

次
に
第
二
の
目
的
で
あ
っ
た
︑
語
の
用
い
方
を
考
え
る
︒
覚
一
本
と
延
慶
本

に
は
共
通
点
が
い
く
つ
か
見
い
だ
せ
た
︒
こ
こ
に
全
て
を
記
す
こ
と
は
で
き
な

い
が
︑
た
と
え
ば
(四
)
か
ら
︑
﹁
名
の
る
﹂
と
は
上
位
者
対
し
て
名
を
告
げ
る

行
為
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒
ま
た
(四
)
Ｂ

﹁
儀
礼
の
場
で
名
を
告
げ
る
﹂
例
か
ら
は
︑
延
慶
本
も
覚
一
本
と
同
様
に
動
詞

﹁
名
の
る
﹂
を
用
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
︒
こ
の
よ
う
に
語
の
用
い
方
に
は
︑

通
底
す
る
部
分
と
そ
う
で
な
い
部
分
が
あ
り
︑
こ
れ
ら
を
見
定
め
て
い
く
こ
と

も
重
要
な
課
題
で
あ
る
︒

延
慶
本
の
傾
向
と
し
て
は
︑
た
と
え
ば
敵
と
味
方
ど
ち
ら
に
も
﹁
名
の
る
﹂

を
用
い
る
よ
う
に
︑
覚
一
本
と
比
し
て
お
お
ら
か
さ
を
備
え
て
い
る
と
い
え
る
︒

た
だ
し
︑
延
慶
本
が
語
の
選
択
に
全
く
無
頓
着
と
い
う
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
で

延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
動
詞
﹁
な
の
る
︵
名
乗
︶﹂

一
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あ
る
︒
部
分
的
で
は
あ
る
が
︑
法
名
に
対
し
て
は
﹁
名
の
る
﹂
を
用
い
な
い
点

か
ら
︑
延
慶
本
が
覚
一
本
と
は
異
な
る
方
針
を
持
つ
こ
と
を
窺
わ
せ
る
︒
同
一

語
で
あ
っ
て
も
諸
本
に
よ
っ
て
用
い
方
が
異
な
る
こ
と
を
手
が
か
り
に
︑
諸
本

の
描
か
ん
と
す
る
物
語
世
界
を
読
み
解
く
こ
と
が
︑
今
後
の
課
題
で
あ
る
︒

注①

延
慶
本
の
引
用
は
︑
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
本
影
印
︵
汲
古
書
院
︑
一
九
八
二
～
三

年
︶
に
拠
り
︑
読
み
や
す
い
よ
う
句
読
点
・
濁
点
を
付
す
な
ど
し
た
︒
紙
幅
の
都
合

か
ら
︑
章
段
名
の
う
ち
﹁
付
﹂
以
下
は
省
略
し
た
︒

②

｢ナ
ノ
ル
﹂﹁
名
ノ
ル
﹂﹁
名
乗
﹂
な
ど
表
記
の
異
な
り
は
問
題
に
し
な
い
︒

③

拙
稿
﹁
こ
と
ば
か
ら
み
た
覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄

︱
動
詞
﹁
な
の
る
︵
名
乗
︶﹂

の
意
味

︱
﹂
同
志
社
大
学
文
化
学
会
編
﹃
文
化
学
年
報
﹄
六
六
︑
二
〇
一
七
年
三

月
︒

④

覚
一
本
の
引
用
は
︑
高
木
市
之
助
ほ
か
校
注
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系

平
家
物

語
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
五
九
年
～
一
九
六
〇
年
︶
に
拠
る
が
︑
一
部
表
記
を
改
め

た
︒

⑤

西
本
祐
子
﹁
軍
記
物
に
お
け
る
︿
な
の
り
﹀
の
考
察
﹂﹃
大
谷
女
子
大
国
文
﹄
一

二
︑
一
九
八
二
年
三
月
︒

⑥

拙
稿
﹁﹃
平
家
物
語
﹄
一
谷
合
戦
﹁
一
二
之
懸
﹂
考

︱
覚
一
本
と
延
慶
本
の
異

同
﹂
関
西
軍
記
物
語
研
究
会
編
﹃
軍
記
物
語
の
窓

五
﹄
和
泉
書
院
︑
二
〇
一
七
年
︒

⑦

小
川
栄
一
﹁
延
慶
本
の
語
彙
シ
ス
テ
ム
と
和
漢
融
合
﹂﹃
延
慶
本
平
家
物
語
の
日

本
語
的
研
究
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
〇
八
年
︒

⑧

金
田
一
春
彦
ほ
か
編
﹃
平
家
物
語
総
索
引
﹄
学
習
研
究
社
︑
一
九
七
三
年
︒

⑨

拙
稿
﹁
覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
名
の
り
考

︱
類
型
と
そ
の
意
義

︱
﹂
大
谷
大

学
文
芸
学
会
編
﹃
文
芸
論
叢
﹄
八
八
︑
二
〇
一
七
年
三
月
︒

⑩

水
原
一
﹁
本
文
に
関
す
る
概
説
と
研
究
﹂
﹃
延
慶
本
平
家
物
語
論
考
﹄
加
藤
中
道

館
︑
一
九
七
九
年
︒

⑪

武
久
堅
﹁
伝
承
部
と
著
述
部
﹂
﹃
平
家
物
語
成
立
過
程
考
﹄
桜
楓
社
︑
一
九
八
六

年
︒

⑫

小
林
美
和
﹁
延
慶
本
平
家
物
語
の
語
り
と
そ
の
位
置
﹂
﹃
平
家
物
語
生
成
論
﹄
三

弥
井
書
店
︑
一
九
八
六
年
︒

⑬

佐
伯
真
一
﹁
延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄
の
︿
編
集
錯
誤
﹀
に
つ
い
て
﹂﹃
平
家
物
語

遡
源
﹄
若
草
書
房
︑
一
九
九
六
年
︒
本
論
で
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
︑
佐

伯
氏
は
そ
の
後
︑
﹁
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
語
り
手
の
形
成
﹂︵﹃
文
学
﹄
八
・
一
︑

二
〇
〇
七
年
一
月
︶
に
お
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
︒

少
な
く
と
も
物
語
的
な
叙
述
に
お
け
る
語
り
手
の
設
定
に
関
す
る
限
り
︑
現
存

諸
本
本
文
は
︑
そ
の
さ
ま
ざ
ま
の
資
料
に
内
在
し
た
文
体
の
標
準
化
を
基
本
的

に
す
ま
せ
た
後
の
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
︒
延
慶
本
と
い
え

ど
も
︑
そ
の
意
味
で
は
︑
お
そ
ら
く
原
資
料
そ
の
ま
ま
で
は
あ
る
ま
い
︒

稿
者
も
ま
た
︑
延
慶
本
は
資
料
を
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
編
集
し
て
取
り
込
ん
で
い
る

と
考
え
て
い
る
が
︑
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て

は
慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
意
味
で
︑
氏
の
発
言

︵
注
⑬
︶
を
重
く
受
け
止
め
た
い
︒

⑭

｢名
の
り
申
す
﹂
の
例
は
︑
�
時
政
︑
㉞
重
忠
ら
の
二
例
で
あ
る
︒

⑮

複
合
動
詞
と
し
て
︑﹁
な
の
り
か
く
︵
名
乗
掛
︶
﹂
が
五
例
︑﹁
な
の
り
か
へ
す

︵
名
乗
返
︶
﹂
が
一
例
あ
る
が
︑
今
回
は
考
察
対
象
か
ら
は
除
外
し
た
︒
な
お
︑
名
詞

﹁
な
の
り
︵
名
乗
︶
﹂
は
五
例
あ
る
︒

⑯

五
つ
の
意
味
分
類
は
︑
延
慶
本
の
用
例
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
︒
前
稿
︵
注
③
︶

で
の
覚
一
本
の
意
味
分
類
と
大
枠
は
共
有
し
て
い
る
が
︑
全
く
一
致
す
る
も
の
で
は

な
い
︒

延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
動
詞
﹁
な
の
る
︵
名
乗
︶﹂
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⑰

覚
一
本
と
延
慶
本
に
共
通
す
る
の
は
︑
以
下
の
二
〇
例
で
あ
る
︒
⑦
義
家
︑
⑩
清

盛
︑
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
光
盛
︑
㉖
忠
度
︑
㉘
㉙
義
澄
︑
㉜
高
綱
︑
㉝
季
次
︑
㉞
重
忠
ら
︑

㉟
義
仲
︑
㊱
一
条
次
郎
︑
㊶
季
重
︑
㊸
㊺
則
綱
︑
㊼
忠
澄
︑
�
義
経
︒

⑱

ほ
ぼ
同
文
で
あ
り
な
が
ら
︑
覚
一
本
が
﹁
名
の
る
﹂
を
用
い
な
い
の
は
︑
以
下
の

四
例
で
あ
る
︒
覚
一
本
で
は
そ
れ
ぞ
れ
︑
�
経
遠
﹁
申
す
﹂︑
40
季
重
﹁
答
ふ
﹂︑
44

則
綱
﹁
名
も
知
ら
ぬ
首
﹂︑
60
景
清
﹁
な
の
り
捨
つ
﹂
と
あ
る
︒

⑲

他
に
も
︑
覚
﹁
法
名
は
浄
海
と
こ
そ
名
の
ら
れ
け
れ
﹂・
延
﹁
改
名
し
て
浄
海
と

云
﹂︑
覚
﹁
出
家
し
て
最
乗
房
信
救
と
ぞ
名
の
り
け
る
﹂・
延
﹁
出
家
し
て
西
乗
房
信

救
と
ぞ
申
け
る
﹂︑
覚
﹁
大
夫
房
覚
明
と
ぞ
名
の
り
け
る
﹂・
延
﹁
改
名
し
て
︑
木
曽

大
夫
覚
明
と
ぞ
申
け
る
﹂
な
ど
の
例
が
あ
る
︒

⑳

㉙
義
澄
は
︑
頼
朝
を
征
夷
大
将
軍
に
任
ず
る
院
宣
を
受
け
取
る
場
面
で
あ
る
︒
こ

の
箇
所
︑
覚
一
本
で
は
﹁
三
浦
介
と
は
名
の
ら
で
︑
本
名
を
三
浦
の
荒
次
郎
義
澄
と

こ
そ
な
の
ッ
た
れ
﹂
と
あ
る
︒
前
稿
︵
注
③
︶
に
お
い
て
︑
こ
の
覚
一
本
の
例
を
︑

儀
礼
の
場
に
お
い
て
本
名
を
名
の
っ
た
こ
と
を
示
す
地
の
文
と
判
断
し
た
︒

㉑

覚
一
本
で
も
同
じ
場
面
が
あ
る
が
︑
動
詞
は
﹁
な
の
り
す
つ
︵
名
乗
捨
︶﹂
で
あ

る
︒
動
詞
が
異
な
る
例
は
︑
注
⑱
参
照
︒

㉒

名
詞
﹁
な
の
り
︵
名
乗
︶﹂
で
あ
る
た
め
本
論
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
︑
延
慶
本

で
実
盛
は
光
盛
に
対
し
て
﹁
思
様
ガ
ア
レ
バ
︑
名
乗
ハ
ス
マ
ジ
﹂
と
答
え
て
い
る
︒

延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
動
詞
﹁
な
の
る
︵
名
乗
︶﹂

一
五


